様式第36号（北見市国民健康保険条例施行規則第28条関係）


国民健康保険過料処分通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北保医　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

該当者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

該当者氏名　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長　　　　　　　　　　　　

　国民健康保険条例第　　条の規定により、次のとおり過料処分を決定しましたので通知します。
　指定期日までに同封の納付書により納付してください。

	過　　料
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	納入期限
	[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

	処分理由
	

	
	

	
	

	
	




１　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
　３か月以内に、北見市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）から６か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、処分又は裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、処分又は裁決の日か
　ら１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。











　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市保健福祉部国保医療課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　０１５７－２５－１１３０（直通）
